
肥 料 価 格 高 騰 対 策 事 業
【 春 肥 受 付 （ 最 終 ） の お 知 ら せ 】
〇肥料価格高騰対策事業の内容

－事業受付（最終)を行います－
〇肥料価格高騰対策事業 春肥受付（最終）の内容

(1)事業受付（最終）の肥料購入対象期間について
 これまでの事業申請については令和5年２月までに購入された肥
料の事業申請を行っています。
今回の事業受付（最終）については、令和5年2月から5月末までに
購入された肥料を対象に事業の申込受付を行います。

(2)受付の内容について
 ①令和5年5月末までにＪＡから肥料を購入された方（未収金計上分）
・以前米などで申請された方は、ＪＡから追加申請を行いますので
申込みを行う必要はありません。
・今回事業申請を初めて行う方は申込みが必要です。

②令和5年5月末までに現金で肥料を購入された方
【領収書等の確認が必要となりますので以下の日程で受付を行います】
・受付日時 令和5年7月10日（月）～7月12日（水）
・受付時間 9時から16時まで
・受付場所 本所営農センター（飯塚市小正306-5）
補助金入金口座（通帳の写しなど）と購入した肥料名が記載された
納品書や領収書をご持参ください。
※どうしても受付に来れない方はご連絡ください。

肥料価格高騰による農家経営への影響を緩和するため、化学肥料の2割低減の

取組を行う農業者に対して肥料コスト上昇分（上昇率1.4）に対し国から70％、県か
ら15％ が支援されます。

⇒期間中ＪAから肥料を購入し未収金計上された方は事業申
請の内容を個別に通知します。（申込み必要の有無など）

ＪAふくおか嘉穂 肥料価格高騰対策事業お問い合せ先
TEL：080-1722-4335 担当：藤野
TEL：080-6459-1857 担当：中川
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